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拝啓 いつも地域の環境づくりにご協力いただき、ありがとうございます。  

さて、ごみステーションや防犯灯、消火器、道路沿いの草刈りなど、私たち

の暮らしを支える多くの設備は、行政（税金）ではなく、町内会が費用を負担

し、維持管理を行っているものが少なくありません。 

たとえば 

• ごみステーションの設置・補修・平素の運用 

• 防犯灯の電気代や交換 

• 消火器の更新 

• 周辺の清掃や環境整備  

といった取り組みは、皆さまからの町内会費や、地域の方々の協力によって支

えられています。 

こうした活動は、安心して暮らせる環境を守るために欠かせないものです。 

そのため、町内会では、会費のご負担や活動への参加について、皆さまのご理

解とご協力をお願いしております。 

地域の設備や環境は、そこに暮らすすべての方が利用する“共有の財産”で

す。 少しずつ力を寄せ合うことで、今の暮らしやすさを維持し、より良い地

域づくりにつながっていきます。 

町内会への加入や活動への参加に戸惑っておられるかたは、どうぞお気軽にお

声がけください。今後とも温かいご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 


